
別記様式第１号（第２条関係）

（表）

景観計画区域内行為届出書

景観法第１６条第１項の規

定により、関係図書を添えて、

次のとおり届け出ます。

年 月 日

当別町長 様

届

出

者

住所

(郵便番号 )

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名
印

(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

※受 付 ※受付番号
連

絡

先

所属

住所
(郵便番号 )

氏名

電話番号

行為の場所 都市計画法第８条第

1 項の地域、地区

行
為
の
種
類
及
び
設
計
又
は
施
行
方
法

□建築物

区分 □新築□増築□改築□移転□外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩の変更

用途 高さ

ｍ

（増改築分 ｍ）

階数

階

敷地面積

㎡

建築面積

㎡

延べ面積

㎡

（増改築分 ㎡）

□工作物

区分 □新築□増築□改築□移転□外観の変更

□修繕

□ 模様替

□色彩の変更

用途 高さ

ｍ

（増改築分 ｍ）

築造面積

㎡

（増改築分 ㎡）

□開発行

為又は

土地の

形質の

変更

目的

開発区域の面積

㎡

構築する施設

法面又は擁壁の高さ

ｍ

法面の処理方法

緑化計画

□屋外に

おける

土石、

廃 棄

物、再

生資源

その他

の堆積

目的

堆積物の種類 期間

年 月 日～ 年 月 日

堆積する面積

㎡

堆積の高さ

ｍ

緑化計画



（裏）

行
為
の
種
類
及
び
設
計
又
は
施
行
方
法

彩
色
の
状
況
（
建
築
物
又
は
工
作
物
で
あ
る
場
合
の
み
記
入
）

第

一

立

面

区 分 割 合

単位（％）彩色が施されて

いる部分

色 彩

(マンセル値)

色相 明度 彩度

彩色が施されて

いない部分

素材名

第

二

立

面

区 分 割 合

単位（％）彩色が施されて

いる部分

色 彩

(マンセル値)

色相 明度 彩度

彩色が施されて

いない部分

素材名

第

三

立

面

区 分 割 合

単位（％）彩色が施されて

いる部分

色 彩

(マンセル値)

色相 明度 彩度

彩色が施されて

いない部分

素材名

第

四

立

面

区 分 割 合

単位（％）彩色が施されて

いる部分

色 彩

(マンセル値)

色相 明度 彩度

彩色が施されて

いない部分

素材名

計 １００％

着手予定日 年 月 日 完了予定日 年 月 日

注１ ※印欄は、記入しないこと。

２ 「届出者」欄は、建築主、築造主又は開発行為等をしようとする者の住所等を記載するこ

と。

なお、氏名欄に自署した場合は、押印を省略することができる。

３ 「連絡先」欄は、届出者以外の者が届出内容の照会先となる場合に記載すること。

４ 該当する□内に、レ印を付すこと。

５ 高さ、延べ面積、床面積、築造面積等の算定の方法については、建築基準法施行令第２条

の規定に準ずること。

６ 「色彩」欄は、マンセル表色系（色を色相、明度、彩度の三属性に基づいて表現する方式）

の値を記載すること。（マンセル値の記入例：マンセル値１０ＹＲ２／１の場合は、色相１

０ＹＲ、明度２、彩度１と記載する。）

７ 彩色が施されていない部分の「素材名」の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材（開口

部の素材を含む）が着色していない石、土、木、レンガ、コンクリート、ガラス等の場合に、

その素材名を記載すること。

８ 省令第１条第２項第１号から第３号まで又は条例第２条第３項に規定する図書を添付すること。



別記様式第２号（第２条関係）

景観計画区域内行為変更届出書

景観法第１６条第２項の規

定により、関係図書を添えて、

次のとおり届け出ます。

年 月 日

当別町長 様

届

出

者

住所

(郵便番号 )

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名
印

(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

※受 付 ※受付番号
連

絡

先

所属

住所
(郵便番号 )

氏名

電話番号

景観計画区域内

行為届出書受付

番号

第 号

行為の場所

設計又は施行方

法の変更内容

変更前 変更後

変更の理由

注１ ※印欄は、記入しないこと。

２ 「届出者」欄は、建築主、築造主又は開発行為等をしようとする者の住所等を記載するこ

と。

なお、氏名欄に自署した場合は、押印を省略することができる。

３ 「連絡先」欄は、届出者以外の者が届出内容の照会先となる場合に記載すること。

４ 省令第１条第２項第１号から第３号まで又は条例第２条第３項に規定する図書を添付すること。


